様式２「新潟県多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業調達事業者　営業概要」
記載要領


１　業種及び従業員数
（１）「業種」欄
以下の業種から該当する業種を選択し記入すること。なお、中小企業に該当するか否かを判定するので、業種の分類は「日本標準産業分類」により、申請する部門、営業種目ではなく、企業全体で判定すること。
①　小売業
②　卸売業
③　ソフトウエア業又は情報処理サービス業
④　③以外のサービス業
⑤　旅館業
⑥　ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。）
7 ⑥以外の製造業、建設業、運輸業、その他の業種
（２）「従業員数」欄
　　　申請日現在の従業員数を記入してください。（法人の役員又は個人の事業主の数を除く）
（３）「法人の役員又は個人の事業主の数」欄
　　　申請日現在の人数を記入してください。（法人：常勤役員数、個人：事業主数、組合：組合の役員数）

２　「設立年月日（法人：登記上の年月日）・事業開始年月日（個人）」欄
法人にあっては法人設立年月日を、個人にあっては事業開始年月日を記載すること。

３　営業許認可等
（１）「許認可等の名称」欄
登録しようとする役務の提供について、法令に基づく営業に関する許可、登録、認可及び届出等を必要とする場合に記載すること。
（２）「許認可等始期」「許認可等終期」欄
上記(1)について、期間のないものは許認可等を受けた年月日を上段に、期間のあるものはその始期を上段に、終期を下段に記載すること。
（３）「許認可等官公庁名」欄
許認可等を受けた官公庁名を記載すること。

４　経営状況等
（１）「申請日直近の事業年度の始期・終期」欄
申請日現在で決算が確定している直近の事業年度の始期と終期を記載すること。承継等で申請する場合は、その被承継者の営業年度の始期と終期を記載すること。
（２）「申請日直近の事業年度の売上高」欄
原則として、上記(1)の事業年度の損益計算書の売上高を記載すること。ただし、以下の項目のいずれかに該当する場合は、各項目の計算方法により計算した額を千円単位で記載すること。（千円未満四捨五入）
①当該事業年度が１年に満たない場合
・年２回決算の場合は、当該年度の売上高にその前期の売上高を加えた金額
・決算期の変更があった場合は、当該年度の売上高をその事業年度の月数（１月未満の端数は切上げ）で除した金額に12を乗じた金額
②官公需適格組合の場合
・組合と構成組合員のそれぞれの売上高（申請する事業に係るものに限る。）の合計額
③上記(1)の決算期以後に合併があった存続会社の場合
・存続会社に吸収合併された法人の当該事業年度分に相当する売上高を加算した額
（３）「資本金」欄
次のとおり金額を千円単位で記載すること。（千円未満四捨五入）
①株式会社・有限会社　：資本金（登記事項証明書の資本金）
②合名会社・合資会社　：貸借対照表の資本金額
③財団法人・社団法人　：貸借対照表の基本金額
④社会福祉法人　　　　：基本財産（貸借対照表の基金）
⑤特定非営利活動法人　：貸借対照表の正味財産の金額
⑥個人　　　　　　　　：貸借対照表の元入金

５　認証等の取得状況
（１）「ISO 9000 シリーズ」、「ISO 14000 シリーズ」、「ISO 27000 シリーズ」欄
(公財)日本適合性認定協会（JAB）、(一財)日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）が認定した認証機関又はJAB若しくはJIPDECと相互認証している認定機関が認定した認証機関の認証を受けている場合は、その登録番号を記載すること。
（２）「プライバシーマーク」の欄
(一財)日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）の認定を受けている場合は、その許諾番号を記載すること。


《その他申請に必要な添付書類》
１　申請者の事業概要（会社パンフレット等）
２　提供を行おうとする物品又は役務の概要（パンフレット、写真等）
３　登記事項証明書又は身分証明書
（１）登記事項証明書（履歴事項全部証明書）　………　法人のみ添付
（２）身分証明書　…………………………………………　個人のみ添付
（本籍地の市町村長が発行したもの）
※上記の書類は申請日から３か月以内に発行されたものであること。
４　納税証明書
（１）新潟県の県税納税証明書（県内の各地域振興局の県税部で発行）
（２）消費税及び地方消費税の納税証明書（税務署で発行）
※「税の未納はない」旨を記載してあるものであること。
申請日から３か月以内に発行されたものであること。
５　財務諸表
申請日直近の事業年度に係る財務諸表で次に該当するものを添付すること。なお、承継等の理由により申請する場合は、被承継者の財務諸表も添付すること。
（１）法人の場合
貸借対照表、損益計算書
（２）個人の場合
所得税法第143条及び同法施行規則第２編第３章第３節による青色申告書又はこれに準ずるもの（資産負債調、損益計算書）
６　許認可等を受けていることを証する書類
様式２「３　営業許認可等」に記載した営業許可等の証明書の写し
